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1. はじめに 

現在日本は地震活動度の高い時期を迎えている．東海，

南海，東南海，宮城県沖地震など，マグニチュード(M)8
級の巨大地震が，今後三十～五十年程度の間に非常に高

い確率で４，５回発生する．これらの前後に起こるM７

クラス(兵庫県南部地震や首都圏直下地震クラス)の数は

その数倍になる．これら一連の地震による全壊・全焼建

物棟数は 200 万棟規模になると予想される 1) , 2)．1995 年

の兵庫県南部地震の被害状況を見ると，亡くなった人々

の 80％以上が建物の倒壊・家具の転倒等による窒息死・

圧死であり，しかもその多くは地震直後に亡くなってい

る 3)．また被災建物の多くが現行の耐震基準を満たして

いない木造建物（既存不適格建物）の被害 4)であること

を踏まえると，地震防災上の最重要課題は事前対策とし

て耐震性の不十分な既存不適格建物の耐震補強であるこ

とがわかる．しかし，木造に限っても 1,000 万棟を超え

る耐震補強対象建物の数や，近未来の被災建物数を考え

れば，事前に行政がお金を用意して進める現在の耐震改

修支援策も，今盛んに議論されている事後の手厚い被災

者支援策も財政上成り立たないし，副次的にも多くの問

題を生む．前者では「やりっぱなし」の制度が，悪徳業

者が入り込む環境を作っているし，後者では最も重要な

事前の耐震補強対策へのインセンティブを削ぐ． 
そこで著者らのグループでは，耐震補強を推進する施

策として，建物の持ち主が事前に自己資金で耐震補強す

ることに強力なインセンティブを与える「公助」「共助」

「自助」制度を提案している 5) , 6)．ここでは，その中か

ら「共助」の制度に関して報告する． 
2. 共済による被災者支援システムの概要 

2.1 兵庫県の住宅再建共済制度 

現在，「共助」に基づく制度として兵庫県が独自に提案

している「住宅再建共済制度（仮称）」する．この制度で

は県内の全私有住宅に一律の共済負担金を課し，災害が

発生した後に被災建物に対して，予め規定された金額が

積立金から給付される，ゆえにいくつかの大きな問題を

有している 7)．例えば，住宅の耐震性の有無にかかわら

ず被災建物を一律に補償することを規定しているため，

耐震補強をした人からの負担金が，自助努力をしていな

い人に流れるという仕組みになる．これは，住民の自助

努力へのインセンティブを削ぐことになり，結果的に，

地震による被害の減少に寄与しない．さらに兵庫県だけ

を対象としているので，巨大地震が兵庫県を襲った場合

には財政的に成立しない． 
2.2 本研究で提案する被災者支援システムの概要 

そこで本研究では，公的支援に依存せず，住民同士の

相互扶助によって耐震補強のインセンティブを高めると

同時に，地震後の生活再建を行う「共助」のシステムを

提案する．このシステムは，加入者が一度負担金を支払

うことで，万が一，地震で住宅が被災した場合にも被災

程度に見合った補償金を受領できるという仕組みである

（図1）．制度の設定上，兵庫県の提案制度と大きく異な

るのは，適用対象を耐震補強などの措置を施し現行の耐

震基準に適合している全国の木造建物に設定した点であ

る．このようにエリアを日本全体とし，対象を事前に耐

震補強を行った建物と既に高い耐震性を有した建物を対

象とすることで，一棟あたりの負担金が少額でも被災時

に十分な支援が受けられる仕組みが実現する． 
 

 

 

 

 
3. 研究の方法 

3.1 被害棟数の推計 
システムの構築にあたり，我が国に現存する脆弱建築

物の棟数を把握するため，図2に示すように，国勢調査

等のデータ 8) ,9)をもとに，長谷川らの推定式 10)を用いて

3 次メッシュ毎の木造建物棟数の推計を行った．その結

果，木造建物総数は 28,182,455 棟であり，うち 1981 年

以前建築の木造建物が全体の約半数を占めることがわか

った．そこで，山口らの被害関数 11)を用いて現在の状況

下で東海地震，東南海地震，南海地震がそれぞれ単独で

発生した場合と同時に発生した場合に生じる全壊・半壊

建物棟数の推計を行った．次に，新耐震以前の建物を耐

震補強した条件での被害棟数を同時に推計した．後者の

ケースでは，耐震補強を施すことで新耐震以前の建物の

耐震性が新耐震以降の建物と同等になると仮定した． 
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3.2 システム運用効果の分析 

これらの結果をもとに，システム適用対象建物を複数

設定し（表1），想定地震による建物被害を本システムで

補償するために最低限必要となる住民負担金額を式（1）

に従って算出した． 
 

 

 

 

 
はじめに，兵庫県の住宅再建共済制度を全国に展開し

た場合と本研究で提案するシステムを適用した場合につ

いて，一棟あたりの負担金額を比較した．その結果，図

3 に示すように，耐震補強を行った建物を加入対象とす

ることの有効性が示された．次に，一つの都道府県をシ

ステムの適用エリアとした場合と全国を対象とした本シ

ステムの効果の比較を行った．その結果，図4に示すよ

うに，都道府県単独ではなく全国に展開させることが有

効であるとわかった．全壊建物に対して 1000 万円，半

壊建物に300万円の補償を仮定した場合に必要な加入者

一棟あたりの負担金額は，図5に示す結果となった． 
4. 結論 

本研究では，耐震補強を行うなどして現行の耐震基準

を満たした全国の木造住宅を適用対象とする共済制度を

提案し，その効果を検証した．その結果我が国で考えう

る最悪シナリオとも言える東海・東南海・南海地震が同

時に発生する場合を想定しても，一棟あたり 46,000 円

（耐震補強費（150 万円として）の約３％弱）の負担で，

全壊で1000万円，半壊で300万円の補償が可能になり．

今後我が国で発生しうる最大規模の地震に備えた対応が

可能になることを示している． 
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図 2 被害棟数の推計フロー 

図 3 負担金額と給付金額の関係（1）

図 4 負担金額と給付金額の関係（2） 

図 5 システム加入による住宅一棟あたりの負担金額

表 1 システム適用対象建物の設定 

兵庫県案拡張版
　　　　　：兵庫県の提案制度を全国に適用した場合

耐震性建築年代

1981年以前の建物は現行のままで，

1982年以降建築の建物のみ適合
全て

全て 1981年以前の建物は耐震補強済で

，全ての建物が新耐震基準に適合
Case1

Case2

*半壊した建物への補償金額：全壊建物への補償金額の30%

対象建物がCase　のときi
iii NXBXAY /)3.0( ×+×=

)2,1( 　=i

=iA
=iB
=iN
=X
=Y

対象建物のうち全壊した建物棟数

対象建物のうち半壊した建物棟数

対象建物棟数

全壊建物への補償金額

一棟あたりの負担金額

･･･（1）

建築年代別全壊率・半壊率

1kmメッシュ単位

建築年代別被害棟数（全壊・半壊）

各都道府県 建築年代別棟数の割合
（総務省 住宅・土地統計調査）

X=0.99A+0.47B+0.23C
（長谷川 1997）

*A：一戸建世帯数
B：長屋建世帯数
C：共同住宅1･2階建世帯数

メッシュ別
地表震度

木造建築物棟数（X）

世帯数（H12年国勢調査）

建築年代別棟数
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